
大和市認知症高齢者グループホーム家賃等助成金の支給に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、認知症高齢者グループホームを利用する低所得の要介護者等の経済的な負担

を軽減するため、認知症高齢者グループホームの家賃等に対し助成金を支給することについて、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）において使用する用語の例による。 

２ 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1)  認知症高齢者グループホーム 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す 

基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）第９０条第１項に規定する指定認知症対応型共同生

活介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１

８年厚生労働省令第３６号）第７０条第１項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業所をいう。 

(2) 事業者 法第４２条の２第１項又は第５４条の２第１項の規定により、本市の指定を受けて

認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行うものをいう。 

(3) 家賃等 認知症高齢者グループホームにおいて、認知症対応型共同生活介護又は介護予防認

知症対応型共同生活介護を受けている利用者が支払う家賃、食材料費及び光熱水費をいう。 

（助成対象者） 

第３条 助成の対象となる者は、本市の介護保険被保険者であって、要介護認定又は要支援２の認

定を受けている者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの（以下「助成対象者」という。）と

する。 

(1) 属する世帯の１月当たりの収入見込額が生活保護基準に満たない者 

(2) 市町村民税を課税される者の扶養を受けていない者 

(3) 市町村民税を課税される者と生計を一にしていない者 

(4) 本人又は同一世帯に属する者がいずれも自らの居住用家屋以外の不動産又は１，５００，０００ 

円（２人以上の世帯にあっては、助成対象者を除く世帯構成員１人につき５００，０００円を 

加算した額）以上の預貯金等を有していない者 

(5) 第５条第１項の申請をする日までに、引き続き３月以上の間、住民基本台帳法（昭和４２年

法律第８１号）の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者 



(6) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第３０号）の規定による支援給付を受けていない者 

（助成金の支給額） 

第４条 助成金の支給額は、家賃等のうち利用者が実際に負担している額とする。ただし、１月につき

３０，０００円を限度とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、認知症高齢者グループホームに入居した日が当該月の初日以外の日

である場合又は認知症高齢者グループホームから退去した日が当該月の末日以外の日である場合

は、当該各月に係る助成金の支給は行わないものとする。 

（助成対象者の認定） 

第５条 助成対象者の認定（以下「認定」という。）を受けようとする者（以下「認定申請者」とい

う。）は、大和市認知症高齢者グループホーム家賃等助成認定申請書に次に掲げる書類を添えて、

市長に申請しなければならない。 

(1)  所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しその他収入を証する書類 

(2)  預貯金通帳の写し 

(3)  不動産その他の資産を有している場合は、それを証する書類 

(4)  その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請があったときは、速やかに認定の適否を決定し、大和市認知症高齢者グル

ープホーム家賃等助成認定（非認定）通知書により、認定申請者に通知するものとする。 

（申請事項の変更の届出） 

第６条 前条第２項の規定により認定を受けた者（以下「認定者」という。）は、前条第１項の申請

に係る申請事項に変更があったときは、速やかに大和市認知症高齢者グループホーム家賃等助成

認定申請事項変更届により、市長に届け出なければならない。 

（認定の取消し等） 

第７条 市長は、認定者が第３条各号のいずれかに該当しないことが明らかになったときは、当該

認定を取り消すものとする。 

（認定の有効期間） 

第８条 認定の有効期間は、８月１日から翌年７月３１日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、最初に受けた認定の有効期間は、認定を申請した日の属する月の初

日から最初に到来する７月３１日までとする。 

 



（認定の更新） 

第９条 認定者は、認定の更新を希望するときは、毎年６月１日から７月３１日までの間に市長に

申請しなければならない。 

２ 第５条の規定は、認定の更新について準用する。 

（認定の確認方法） 

第１０条 対象事業者は、認定者に係る認定の有無の確認のため必要があると認めるときは、当該

認定者に対し、第５条第２項に規定する通知書の提示を求めることができる。 

（助成金の支給方法） 

第１１条 助成金の支給は、認定者が利用する認知症高齢者グループホームの事業者であって、認

定者の家賃等の軽減を実施するもの（以下、「対象事業者」という。）に対し、直接助成金を支払

う方法により行うものとする。 

（助成金の支給申請） 

第１２条 助成金の支給を受けようとする認定者（以下「支給申請者」という。）は、対象事業者を

経由して、大和市認知症高齢者グループホーム家賃等助成金支給申請書により市長に申請しなけ

ればならない。この場合において、支給申請者は、対象事業者に対して、当該助成金の請求及び

代理受領に関する権限を委任するものとする。 

２ 前項の申請は、第５条第２項（第９条第２項において準用する場合を含む。）の規定による認定

を受けた後、対象事業者から当該年度において最初の家賃等の軽減を受けた月の翌月１０日（３

月分の経費にあっては３月３１日）までにしなければならない。 

３ 第１項に規定する申請書の提出を受けた対象事業者は、当該申請書に支給申請者に係る大和市

認知症高齢者グループホーム家賃等利用者負担額確認書（以下「負担額確認書」という。）及び家

賃等に係る契約書の写しを添えて、速やかに市長に送付しなければならない。 

４ 対象事業者は、前項の規定により送付した負担額確認書の記載内容に変更があったときは、変

更後の負担額確認書及び家賃等に係る変更契約書の写しを提出することにより、その旨を市長に

届け出なければならない。 

 （助成金の支給決定） 

第１３条 市長は、前条第１項の申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、

大和市認知症高齢者グループホーム家賃等助成金支給（不支給）決定通知書により、対象事業者

を経由して支給申請者に通知するものとする。 

（助成金の請求及び支払い） 

第１４条 対象事業者が助成金を請求するときは、大和市認知症高齢者グループホーム家賃等助成



金請求書に認知症高齢者グループホーム家賃等利用者負担軽減実績調書を添付して、市長に請求

しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、支払うべき助成金があるときは、そ

の額を確定し、これを支払うものとする。 

（助成金の返還） 

第１５条 市長は、この要綱の規定により助成金を支給された者が故意に第６条の規定による変更

の届出をしなかったとき又は偽りその他の不正な手段により助成金の支給を受けたと認めたとき

は、助成金の支給決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に支給した助成金の全部若しくは

一部を返還させることができる。 

２ 市長は、対象事業者が故意に第１２条第４項の規定による届出をしなかったとき又は偽りその

他の不正な手段により助成金の支払いを受けたと認めたときは、既に支払った助成金の全部又は

一部を返還させることができる。 

（様式） 

第１６条 この要綱で使用する様式は、別表のとおりとし、その内容は別に定める。 

（委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年８月１日から施行する。 

 

 

  



別表（第１６条関係） 

様式番号 様式の名称 関係条文 

第１号様式 大和市認知症高齢者グループホーム家賃等助成認定申請書 第５条 

第２号様式 大和市認知症高齢者グループホーム家賃等助成認定（非認定）通知

書 

第５条 

第３号様式 大和市認知症高齢者グループホーム家賃等助成認定申請事項変更

届 

第６条 

第４号様式 大和市認知症高齢者グループホーム家賃等助成金支給申請書 第１２条 

第５号様式 大和市認知症高齢者グループホーム家賃等利用者負担額確認書 第１２条 

第６号様式 大和市認知症高齢者グループホーム家賃等助成金支給（不支給）決

定通知書 

第１３条 

第７号様式 大和市認知症高齢者グループホーム家賃等助成金請求書 第１４条 

第８号様式 大和市認知症高齢者グループホーム利用者負担軽減実績調書 第１４条 

 

 

 


